
はじめに

環太平洋パートナーシップ（TPP）は、アジア太平洋地域の通商秩序にとどまらず、グロー

バルガバナンス全般にも影響を及ぼしうる新たな枠組みである。そのためTPPのあり方をめ

ぐっては、その交渉過程において多種多様な利益の調整がなされ、メンバー以外の国々もそ

の行方に対して多大な関心を寄せてきた。

2015年10月に懸案のTPPの大筋合意がなされると、オバマ米大統領は「われわれは中国の

ような国にグローバル経済のルールを書かせることはできない」と述べた（1）。また同大統領

は、2016年1月の「一般教書演説」でも、「TPPに関して言えば、われわれがこの地域のルー

ルを定めるのであり、中国ではない」と言明している（2）。TPPの旗揚げに際して、その主導

者である米大統領が、TPPのメンバーでもない中国の存在に繰り返し言及していることから

も明らかなように、TPPの「影の主役」は、実はアジア太平洋地域においてそのプレゼンス

を急速に高めている中国なのではなかろうか。

それでは、その中国はTPPをどのように認識してきたのか。また、中国はTPPにいかに対

応しようとしているのか。そして、中国の対外戦略や自由貿易協定（FTA）戦略のなかで、

TPPはどのように位置づけられているのか。本論では、このような疑問に対して初歩的な分

析を加えることとする。

1 TPPに対する認識

（1） 警戒・批判的認識

もともと中国は、2005年6月にTPPの原加盟国4ヵ国（シンガポール、ブルネイ、チリ、ニュ

ージーランド）が締結したP4協定にはほとんど関心を示さなかった。ところが、2009年11月

のオバマ大統領による米国のTPPへの参加表明は、東アジア中心の対外戦略やFTA戦略を展

開させてきた中国にとって大きな衝撃となった。

当初、中国は米国主導のTPPに対して懸念を募らせた。一般に中国は、対外経済関係であ

っても、それを地政学的に捉えようとする傾向がある。そのような見方に基づいて、当初

TPPは「中国包囲網」の一環として認識された。たとえば、米国のTPPへの参加は、第1に、

米国のリバランス戦略の一環をなし、アジア太平洋地域における主導的地位の回復を狙った

戦略である。第2は、オバマ政権の輸出拡大戦略、成長著しいアジア太平洋市場の開拓を目
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的としているという見方である。第3に、中国の影響力の拡大に対する牽制、中国主導の東

アジアFTA戦略の弱体化を狙ったものであるという（3）。また、より具体的には、米国企業が

アジア太平洋地域の成長市場で利益を享受できるように、域内通商レジームのルール・メー

カーとして米国の地位を確保することにあるとの指摘もみられた（4）。

同時に中国では、TPPに関して、次のような認識も共有されていた（5）。第1に、TPPはきわ

めて高水準の自由化を求めているために、中国としてはなかなか受け入れ難い枠組みである。

第2に、TPPの交渉分野は広範囲に及び、かつ交渉参加国は異なる発展段階にあることから、

交渉の長期化は必至である。第3に、一部の東アジア諸国がTPP交渉に参加しているのは、

中国依存度を軽減する一種のリスク分散的な手段である。

いずれにせよ、TPPは中国が追求している東アジアの経済統合に衝撃と混乱をもたらした。

東アジアにはTPP交渉参加国と非参加国が併存するために、TPPは東アジアの既存の経済統

合の枠組みを分断することになった。またTPPの登場により、経済統合に向けてのこれまで

の努力や資源が分散されることとなり、東アジアの経済統合はさらに先送りされる結果とな

った。しかもTPPが高水準の自由化を求めている以上、既存の東アジアの経済統合も水準を

引き上げていかざるをえず、経済統合の実現はさらに困難となった（6）。

（2） TPPへの接近

2013年5月に来日したサンチェス米商務次官は、「先行の加盟国と同じ高水準の自由化の義

務を負う」との条件付きながら、中国のTPP参加を歓迎すると表明した（7）。これに対して、

中国商務部の沈丹陽報道官は「中国側は自由貿易地域の建設に際して、各当事者が開放、寛

容、透明性の原則を掲げ、とくに発展水準の異なる経済に対しては、柔軟性を体現し、各経

済が一体化過程でさらに多くの選択肢を有することが必要である」と主張したうえで、「中国

側は一貫してTPP交渉の進展状況を重視し見守っており、また常に国内各部門や産業界から

TPPに関する見方を聴取している。われわれは真摯な研究を基礎として、平等互恵の原則に

基づき、TPP加入の利害と可能性を分析しており、TPPメンバーと情報・資料の相互交流・

協議を希望している」（8）と述べて注目された。

中国のTPPに対する姿勢に微妙な変化が生じた要因としては、第1に、TPP交渉のペース

が加速化したこと、第2に、2013年3月に安倍晋三首相が日本のTPP交渉への参加を表明し

たこと、第3に、2013年6月のオバマ大統領と習近平中国国家主席の米中首脳会談を契機と

して、中国の対米アプローチに変化がみられるようになったことが指摘できよう。

これに伴い、中国のTPP認識にも微妙な変化がみられるようになった。第1に、日米両国

を含むTPPを想定すれば、当然のことながら、TPP不参加による不利益も増大するために、

中国がTPP認識を修正した可能性は少なくない。第2に、しかし世界第2位の経済大国・中国

が含まれないとすれば、TPPの魅力は大幅に低下する。ここから、米国の関心は中国の排除

ではなく、中国市場の開放にあると中国側が認識を修正した可能性もある。そして何よりも、

中国のTPP接近は「中国包囲網」の一角を打破することを意味する。第3に、中国は上記の

米中首脳会談で提起した「新型大国関係」にTPPを位置づけようとしている。米国主導の

TPPを是認することは、アジアにおける米国の既得権益と中国の「核心利益」との相互尊重
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に繋がる可能性が期待できる。また現行の国際通商レジームでは、欧州連合（EU）や北米自

由貿易協定（NAFTA）など、先行する関税同盟やFTAで運営された実績のある地域ルールが、

グローバル・ルールとして採用されることが多い。中国のTPP参加は、国際通商レジームの

ルール策定に米国とともに関与することを意味する。

2016年2月のTPP調印に際して、中国の高虎城商務部長は、2015年10月のTPP大筋合意時

と同様に、「TPPの内容は広範にわたり、現在中国側はその研究・評価工作を進めている」と

述べ、「中国は中国共産党第18期3中全会〔中央委員会第3回全体会議〕で確定した『グローバ

ルな高水準のFTAネットワークの形成』の要求に基づき、高度に透明で、開放・包括的な自

由貿易に積極的に参加・推進しており、アジア太平洋地域の各種自由貿易措置が相互に促進

され、ともに同地域の貿易・投資と経済発展に貢献することを希望する」との談話を発表し

ている（9）。この談話からも明らかなように、中国にとってTPPは迅速に対応すべき問題領域

ではないのかもしれないが、常々留意せざるをえない検討対象であることに間違いなかろう。

2 TPPと米中投資協定

2013年5月の米中戦略経済対話（S&ED）では、2008年に合意されながら、その後の経済危

機で棚上げされていた米中二国間投資協定（BIT）交渉をさらに前進させるとの合意がなされ

た（10）。ここで求められているのが、「高水準」のBITであり、具体的には「投資前の内国民待

遇」（Pre-establishment National Treatment）と「ネガティブリスト方式」が原則とされており、

これはTPPの基本方針と相通じるものがある。2014年 1月のダボス会議で米通商代表部

（USTR）のフロマン代表は、中国のTPP参加には、米中BIT交渉がまず進展する必要がある

と言明しており（11）、当面は米中BIT交渉が中国のTPP参加の可能性を規定しているものと考

えられる。

そこでTPPと米中BITの重要条項を比較検討してみよう。第1表（次ページ参照）は、秘密

交渉中であったTPP条文を貿易関連の非政府組織（NGO）がリークしたテキストと、USTRが

モデルとして公表しているBITのテキストとを比較したものである。いずれも実際のTPPと

BITのオリジナル・テキストを比較しているわけではないが、大きな流れとして両者の間に

はかなりの類似性がみられる。もっとも、この分析はTPP参加を想定した台湾の研究機関が

行なったものであるが、同様の議論は中国の学界でもみられることから（12）、中国でもTPP参

加の検討が幅広くなされていたことがうかがえる。実際に、BITで掲げられた「実験」は、

2013年9月に設立された中国（上海）自由貿易試験区において部分的かつ段階的に進められ

ている（13）。

3 中国のFTA戦略

（1） 自由貿易の利益

世界貿易機関（WTO）加盟により、中国は自由貿易の多大なメリットを享受した。しかし

WTOではドーハ・ラウンド（多角的貿易交渉）が決裂状態にあり（14）、折から中国製品に対し

てアンチダンピング課税や相殺関税が多用されるなか（15）、中国はFTAに対する関心を高めて
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いった。

1990年代末まで、中国を含む東アジアは、東南アジア諸国連合（ASEAN）自由貿易協定

（AFTA）を唯一の例外として、FTAの空白地帯であった。その東アジアにおいて、FTAが一

躍注目されるようになった背景としては、多角主義の担い手であるWTOの機能不全に加え

て、この地域を包摂する生産ネットワークの形成が挙げられる。近年の東アジアの工業化で

は、IT機器に代表されるモジュラー型製品が重要な役割を果たしており、その普及は世界の

製造業の産業立地を一変させた（16）。部品・パーツが標準化され、インターフェースがきわめ

て単純化されたモジュラー型製品は、必ずしも同一地点での一貫生産の必要性はなく、生産
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第 1 表　TPPリーク条文と米国2012年BITモデルの重要条項の比較

（注） 「類似」とは、一部の用語に若干の相違があるが、条文の実質的な内容がほぼ同様であることを意味する。
「TPPリーク条文」〈http://www.citizenstrade.org/ctc/blog/2012/06/13/newly-leaked-tpp-investment-chapter-contains-
special-rights-for-corporations〉.
「米国2012年BITモデル」〈http://www.ustr.gov/sites/default/files/BIT%20text%20for%20ACIEP%20Meeting.pdf〉.

（出所）　陳孟君「『創造條件，參與TPP』系列專題（四）跨太平洋夥伴協定（TPP）投資議題之解析」、中華經濟研究院台灣
WTO中心『WTO電子報』第335期、2012年10月19日。

（1）TPPリーク条文 （2）米国2012年BITモデル 比較結果
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工程を分割して、各工程に最もふさわしい場所での生産（fragmentation）が可能となる。生産

工程に適合した産業集積が東アジア各地に形成され、しかも通信・物流革命により、これら

生産拠点間を結ぶサービス・リンク・コストは最小化された。こうして東アジアでは、工程

間分業に基づく生産ネットワークが形成された（17）。そして中国は、この生産ネットワークの

最終組み立て・加工地として位置づけられている。したがって、FTAの前提となるモノ・ヒ

ト・カネのシームレスな動きは、中国経済にとっても死活的に重要な意味をもっている。

（2） 外交的考慮の優先

もとより中国のFTA戦略は、このように純粋に経済的な要因だけに立脚しているわけでは

なく、より包括的な外交戦略を前提としている。中国の発効済み、あるいは交渉・共同研究

中のFTAは、おおよそ次のように分類することができる。①香港、マカオとの経済貿易緊密

化協定（CEPA）や台湾との経済協力枠組み協定（ECFA）は「両岸四地」の統一戦略、②

ASEAN、日中韓、パキスタンなどの近隣諸国とは「中国脅威論」の払拭や相互信頼関係の構

築、③湾岸協力会議（GCC）諸国、ラテンアメリカ、南部アフリカ関税同盟（SACU）諸国、

上海協力機構（SCO）、オーストラリアとは資源外交、④アイスランドやスイスとはEU市場

への参入、を主たる目的としていると言えよう。

中国最初のFTAは、2002年11月にASEANとの間で締結されたFTA（ACFTA）枠組み協定

である。この時期に中国がACFTAに着手した狙いとしては、次の点が指摘できよう（18）。第1

は、近隣諸国との相互信頼関係の醸成である。「中国脅威論」が高まるなか、中国は同時期に

「南シナ海行動宣言」に調印し、またASEAN市場における中国製品の浸透や外資がASEAN

に向かわず中国に集中するなど、経済的な「脅威」に対しては、アジア通貨危機の時期を通

して人民元を切り下げないことを宣言し、近隣諸国との信頼関係の醸成に努めた。第2は、

地域協力への積極的関与である。通貨危機のように、伝統的な二国間関係で対応できない問

題が増加するに伴い、中国はマルチの地域協力に積極的に参加するようになった。もちろん、

その背景には台湾の「南向政策」を牽制する狙いもあった。第3は、輸出・投資市場の多角

化である。欧米諸国の保護主義、貿易摩擦に直面する中国にとって、成長著しいASEAN市

場は市場多角化の格好の標的となった。第4は、国内地域開発への取り組みである。地域格

差の是正という観点から、中国は西部大開発を大メコン流域国（GMS）会議とリンクさせる

方針を採った。この方針は、その後、広西チワン族自治区南寧市で毎年開催されている中国

ASEAN博覧会に継承されている。第5に、ポストWTO期の中国では、経済改革と市場経済

化の勢いを持続させるための「外圧」としての役割がFTAに期待された。

このような目的・優先順位に基づき、中国のFTA戦略は展開されてきた。

（3） 漸進主義的な自由化

中国を含む発展途上国のFTAでは、関税貿易一般協定（GATT）24条の各条項、つまり、①

域内における関税その他の貿易障壁は実質的にすべて廃止すること、②域外諸国に対する関

税その他の貿易障壁は設立以前より増大してはならないこと、③合理的な期間内に合理的な

スケジュールに従って設立すること、これら3点を厳格に適用することが猶予されている（19）。

そのため、AFTAなどと同様に、特定産品・産業の例外化、特別スケジュールの作成、また
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恣意的な原産地規則の設定など、かなり緩やかなFTAが形成される傾向がある。

換言すると、中国のFTAは、基本的にWTOを上回る自由化＝「WTOプラス」（市場アクセ

ス、金融サービス、電気通信、政府調達、知的財産など）、あるいはWTOにない新ルール＝

「WTOエクストラ」（貿易円滑化、投資、ビジネス関係者の一時的入国、電子商取引、競争政策、

国有企業、労働、環境、規制の整合性、透明性・腐敗防止など）を目指すものではなく、その経

済改革のアプローチと同様に、漸進主義に特徴づけられる。

また中国のFTAは、ACFTAに典型的にみられるように、まず大枠を定めた枠組み協定を締

結して、その後、段階的により高度なFTAを目指す積み上げ型に特徴づけられる。これとは

対照的に、たとえば、日本のFTA交渉では、仔細にわたる包括的な協議を繰り返し、一括し

て合意を取り付けるアプローチが採られている。中国のFTA戦略は、それぞれの「国情」に

あわせて、発展途上国として例外事項を「特権」的に行使し、弾力的に交渉を進めていくと

いう意味でも漸進主義的である。もちろん、中国がこのように相対的に低い自由化率や例外

品目を設定しながら、FTA交渉を優位に進めていけるのは、やはり巨大な国内市場を擁して

いるからにほかならない。

中国固有のFTAアプローチに基づくと、中国のFTA戦略ではACFTAを中心に据えた東アジ

アのFTAが優先事項となる。具体的には、中国が 2004年に提唱したASEANと日中韓の

ASEAN＋3、また日本が2006年に提案したASEAN＋3にオーストラリア、ニュージーラン

ド、インドを加えたASEAN＋6、つまり、2012年11月の東アジア首脳会議（EAS）で合意さ

れた東アジア地域包括的経済連携（RCEP）である。同時に、中国は最大の経済効果が見込め

る日中韓のFTA（CJKFTA）にも大きな期待を寄せている。もっともCJKFTA交渉は2013年3

月に開始されたが、その後の日中・日韓関係の悪化により、その行方は楽観視できる状況に

はない（20）。

4 中国のFTA戦略からみたTPP評価

（1） 限定的な経済的インパクト

短期的には、中国経済に及ぼすTPPの影響は限定的である（21）。もちろん、TPPに関する各

種シミュレーション結果をみても明らかなように、中国を含むTPPの非メンバーに貿易転換

効果が生じることは不可避である（22）。中国の輸出の35%はTPPメンバー向けであり、しかも

大幅な黒字を抱えていることから、貿易転換に直面する可能性は高い。直接投資の受け入れ

でも、後発国・地域との誘致競争は激化しており、とくに労働集約型製品の投資でも転換効

果を被る可能性は高い（23）。しかし貿易・投資転換が生じる産業分野の多くは、すでに中国で

は産業調整の対象となっている。またTPPの貿易の半分はメンバー間で行なわれているため

に、貿易転換効果の影響はかなり限定的であり、非メンバーの国内総生産（GDP）損失は

2030年までに0.1%程度のきわめて軽微な水準にとどまるとの見方もある（24）。

たしかに、中国のTPP参加は、中国と米国消費市場との経済連携を深化させ、米中間の外

交・安全保障上の競争・衝突を回避する方向に機能するかもしれない。ただ中国はすでに

TPPメンバーの多くとFTAを結んでおり、東アジアの生産ネットワークの強化という観点か
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らすれば、TPP参加の利益はASEAN＋3に及びそうにない。また中国が重視するCJKFTAは、

ACFTAの昇級版として、中国のFTAの高度化にも繋がる可能性がある。しかもASEAN＋3

やCJKFTAは、何よりも東アジアの地域協力における中国の地位上昇・役割拡大に有利に働

く可能性が高い。

（2） 高水準の自由化

世界の主要なFTAと比較しても、第2表のとおり、TPPの自由化はきわめて高い水準にあ

る。貿易・投資の自由化・円滑化に関して、TPPが求める高水準の要求は、中国の経済改革

への圧力となり、長期的には国際通商レジームの新ルールを先取りできる可能性もある。し

かし現状では、TPPの新たな規定は、中国経済・企業にとって多大なコスト負担を求めるも

のである。たとえば、知財権条項は、中国企業による先進技術の導入コストを高め、後発国

としての模倣型イノベーションを通したキャッチアップにはきわめて不利に働く。また厳格

な労働・環境条項の適用は、先進国から途上国に対する貿易救済・制裁措置の契機にもなり
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第 2 表　各種FTAにおける財貨貿易を超える包括範囲

（出所）　Asian Development Bank, Asian Economic Integration Report 2015: How can Special Economic Zones Catalyze 
Economic Development?, December 2015, p. 45.

包括範囲

TPP
（2015）

FTA
P4

（2005）

日本・�
オーストラリア
（2014）

米国・
シンガポール
（2004）

米韓
（2012）

NAFTA
（1994）

関税・円滑化 ○ ○ ○ ○ ○ ○

衛生・植物防疫措置 ○ ○ ○ × ○ ○

貿易に対する技術障壁 ○ ○ ○ ○ ○ ○

貿易救済措置 ○ ○ ○ ○ ○ ×

投　　資 ○ × ○ ○ ○ ○

サービス ○ ○ ○ ○ ○ ○

　金融サービス ○ × ○ ○ ○ ○

　ビジネスパーソンの一時入国 ○ ○ ○ ○ ○ ○

電気通信 ○ × ○ ○ ○ ○

電子商取引 ○ × ○ ○ ○ ×

政府調達 ○ ○ ○ ○ ○ ○

競争政策 ○ ○ ○ ○ ○ ○

知的財産権 ○ ○ ○ ○ ○ ○

労　　働 ○ × × ○ ○ ×

環　　境 ○ × × ○ ○ ×

キャパシティビルディング支援 ○ ○ ○ × × ×

競争力・ビジネス円滑化 ○ × × × × ×

開　　発 ○ × × × × ×

中小企業 ○ × × × × ×

規制の内外調和 ○ × × × × ×

透明性・反腐敗 ○ ○ ○ ○ ○ ○

紛争解決 ○ ○ ○ ○ ○ ○



かねない。政府調達条項は、すべての企業に無差別原則が適用されるために、国内重点産業

を育成する手段として政府調達の機会が活用できなくなり、戦略的新興産業などに影響する

可能性が高い。さらに国有企業条項では、国有企業に対する優遇措置が撤廃されるために、

これまで中国の国有企業が享受してきた多大な利益の喪失が想定される。

しかもTPPは、今後、国際通商レジームの新たなルールとなりうる可能性が高い。とりわ

け上述したようなTPPの新たな規定に関しては、グローバルガバナンスのルール・メーカー

として、米国がきわめて有利な立場をとることが予想される。

（3）「対中包囲網」の認識

中国側からみると、TPPはアジア太平洋の経済統合のあり方を複雑化し、長期的には米国

のリバランス戦略を強化して、中国の行動を牽制するものとなる。過去十数年間、中国は東

アジアの地域協力に積極的に参加し、実質的な成果を得てきたが、米国のアジア回帰は東ア

ジアにおける中国の地位・役割に影響を及ぼす。なかでも米国と東アジア諸国の同盟関係は

さらに強化され、中国周辺の地政学的な環境を一変させる可能性がある。それは中国が長期

にわたって追求してきた平和な発展環境にとっても脅威となる。具体的には、TPPと米国の

アジア回帰がなければ、日中関係やCJKFTAの動きはここまで混迷を深めることはなかった。

またTPPと南シナ海情勢により、中国とASEANの関係も複雑化する可能性が高い。いずれに

せよ、TPPや南シナ海情勢などの懸案事項が尖鋭化すると、中国の周辺外交はますます大き

な外交・安全保障圧力に直面することになる。

とはいえ、短期的にはTPP不参加の影響は限定的であり、ASEAN＋3から得られる利益に

も及びそうにない。しかし長期的には、国際通商レジームのルールがTPP中心に変化してい

くことが予想される。東アジアにおける中国の影響力という観点から言えば、TPPはやはり

中国外交にとってプラスの要因にはなりえない（25）。恐らくこのような見方が、中国で広く共

有されているTPP認識であろう。

5 「一帯一路」構想の提起

TPP交渉が進展するなか、2013年秋、上述した中国のFTA戦略とTPP認識に合致するよう

な対外構想が提起された。同年9―10月に習近平国家主席が訪問先のカザフスタンとインド

ネシアで発表した「シルクロード経済圏」と「21世紀海上シルクロード」からなる「一帯一

路」構想である（26）。

「一帯一路」構想の基本文書によると（27）、第1に、その基本原則は、①主権尊重、相互不可

侵、内政不干渉、平和共存、平等互恵の維持、②開放的枠組みの維持、③協調関係の維持、

④市場メカニズムの維持、⑤ウィン・ウィン関係の維持であり、外交文書としての色彩がか

なり強い。第2に、東アジアと欧州の両経済圏を結ぶ構想として、両者の中間に位置する広

大な内陸地帯が主たる対象となる。第3に、重点分野としては、①政策協調、②インフラ

（交通、エネルギー、通信）整備、③貿易・投資協力（円滑化、障壁削減、投資環境改善、FTA）、

④資金融通（通貨交換の拡大、アジア債券市場の育成、アジアインフラ投資銀行〔AIIB〕、BRICS

銀行の推進、シルクロード基金の運営）、⑤人的交流が掲げられる。第4に、協力メカニズムと
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して、SCO、ASEAN＋1（中国）、アジア太平洋経済協力会議（APEC）、アジア欧州会合

（ASEM）から、GMS経済協力、中央アジア地域経済協力（CAREC）に至るまで、既存の多国

間・地域枠組みが活用される。第5に、中国国内の各地域が「一帯一路」建設を推進するた

めの態勢が示されている。

もちろん、「一帯一路」構想には、国外新規市場の開拓や対外投資の展開を通した中国国

内の過剰生産能力の整理・解消、人民元の国際化、周辺外交の強化などの基本的な狙いが込

められている。しかし、「一帯一路」構想には、すでに進行中のさまざまな国内政策、多国間

枠組み、既存プロジェクトが含まれており、同構想はグランドデザインというよりは、「寄せ

集め」の印象は拭えない（28）。ここでも、大筋の最終目標だけが設定され、その達成・実現に

向けての方法論は、各部門・地方の現場のイニシアチブに任される中国特有の課題実現型ア

プローチが採られていることがうかがえる。

「一帯一路」構想は、その後、中共中央・国務院の「開放型経済新体制の構築に関する若

干の意見」にも明記された（29）。この「若干の意見」は、第13次5ヵ年計画の対外開放戦略の

基本構想と言えるものであり、こうして「一帯一路」構想は第13次5ヵ年計画に組み込まれ

た（30）。2016年3月の全国人民代表大会で採択された第13次5ヵ年計画の「要綱」では、第11

篇「全方位開放新構造の構築」の冒頭において、「『一帯一路』建設の先導のもとに、対外開

放の内容を豊かにし、対外開放の水準を高める」とされており、「一帯一路」構想は第13次

5ヵ年計画における対外開放戦略のキー・コンセプトとして位置づけられた（31）。

おわりに

当面、中国は「一帯一路」構想を軸に経済外交、周辺外交を進めていくことになろう。「一

帯一路」構想は、TPPと比べると、まず中国の外交、安全保障、地政学的な考慮に合致する。

また漸進的な貿易・投資の自由化・円滑化も、中国の「国情」に適ったものである。「一帯一

路」構想に関係する国・地域のなかでは、中国の自由化水準は必ずしも低水準とは言えない。

しかも「一帯一路」構想で示された自由化は、「市場に決定的な役割を果たさせる」とした中

国共産党中央委員会第3回全体会議（18期3中全会）で採択された「改革の全面的深化に関す

る決定」が示す方向性にも一致する。さらにグローバルガバナンスの観点からすれば、「一帯

一路」構想は、人民元の国際化を含めて、少なくとも中国が主導するリージョナルな通商・

金融レジームのルール形成にも寄与しうる。

ここから「一帯一路」構想は、TPP対抗策、あるいは米国主導の国際秩序に対する中国の

新たな挑戦という見方もできよう。しかし李克強中国首相が繰り返し強調しているように、

中国のTPPに対する態度は一貫して「開放的」である（32）。少なくとも米中間で交渉進展が合

意された米中BIT交渉が動き出せば、中国のTPPへのハードルはさらに低くなる。そのとき

には高水準の自由化に向けての取り組みも本格化し、国内改革も加速化することになる。

実際に、2015年末に採択された中国のFTAに関する基本文書では、高水準のFTA建設の加

速化が提起されている。ここでは、FTAの重点地区が「一帯一路」構想に関係する国々であ

ることが明記されてはいるものの、やはり財貨貿易の開放水準の上昇、サービス業の対外開
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放の拡大、投資認可の緩和、ルール交渉の推進（知財権、環境保護、電子商取引、競争政策、政

府調達）、貿易円滑化水準の上昇、規制協力の推進（技術性貿易障壁、衛生、検疫）、ヒトの移

動の推進など、高水準の自由化・円滑化措置が強調されている（33）。

このようにTPPに対する中国の対応は、「一帯一路」建設に邁進しつつも、国内改革にも寄

与しうる高水準の自由化との「両睨み」の姿勢に特徴づけられよう。単純な二分法の座標軸

に基づくと、外交が内政の延長線である限り、TPP、あるいは「一帯一路」構想への傾斜の

程度から、中国の国内改革の方向性も占えるのではなかろうか。
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